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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流側端部に一次側ガス管が接続されるとともに下流側端部にガスメータの導入口が接
続される入口側接続管と、
　上流側端部にガスメータの導出口が接続されるとともに下流側端部に二次側ガス管が接
続される出口側接続管と、
　上記入口側接続管と上記出口側接続管とを連通するバイパス管とを備え、
　上記入口側接続管には、上記バイパス管との交差部に第１切換弁が設けられ、この第１
切換弁は、少なくとも、一次側ガス管とガスメータと上記バイパス管とを連通させる三方
開状態、及び一次側ガス管と上記バイパス管とを連通させるバイパス状態に切換え可能で
あり、
　上記出口側接続管には、上記バイパス管との交差部に第２切換弁が設けられ、この第２
切換弁は、少なくとも、ガスメータと二次側ガス管を連通させる開状態、及び上記バイパ
ス管と二次側ガス管を連通させるバイパス状態に切換え可能であり、
　通常使用状態において、ガスが一次側ガス管から上記入口側接続管、ガスメータ及び上
記出口側接続管を経て二次側ガス管に流れるガスメータ用継手ユニットにおいて、
　上記バイパス管には、バイパス切換弁が設けられ、
　このバイパス切換弁は、上記バイパス管を連通させる開状態、及び上記バイパス管を遮
断する閉状態に切換え可能であることを特徴とするガスメータ用継手ユニット。
【請求項２】
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　上記バイパス切換弁には、その切換えを不能にする切換不能手段が設けられていること
を特徴とする請求項１に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項３】
　上記第１切換弁には、上記通常使用状態から、上記バイパス管への流路を確保しつつガ
スメータ側への流路を狭めるように切換えることを阻止する第１ロック手段が設けられて
いることを特徴とする請求項１又は２に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項４】
　上記第１ロック手段は、押圧によって切換え阻止を解除する第１解除部を有し、この第
１解除部は押圧部を外部に露出させた状態で有し、
　上記通常使用状態のとき、上記第１解除部の押圧部は上記バイパス切換弁側を向くとと
もに、上記バイパス切換弁と至近距離で対向することを特徴とする請求項３に記載のガス
メータ用継手ユニット。
【請求項５】
　上記バイパス切換弁には、その閉状態と開状態とに切換え操作するための操作器具が着
脱可能に取り付けられ、
　上記操作器具によって上記バイパス切換弁が閉状態から開状態に切換えられたとき、上
記操作器具は上記第１解除部の押圧部を押圧して、上記第１切換弁の切換え阻止を解除す
ることを特徴とする請求項４に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項６】
　上記第２切換弁には、その開状態からバイパス状態への切換えを阻止する第２ロック手
段が設けられていることを特徴とする請求項１～３に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項７】
　上記第２切換弁には、その開状態からバイパス状態への切換えを阻止する第２ロック手
段が設けられ、
　この第２ロック手段は、押圧によって切換え阻止を解除する第２解除部を有し、この第
２解除部は、少なくとも上記第２切換弁が開状態のとき、外部に露出する押圧部を有し、
　上記操作器具によって上記バイパス切換弁が閉状態から開状態に切換えられたとき、上
記操作器具は上記第２解除部の押圧部を押圧して、上記第２切換弁の切換え阻止を解除す
ることを特徴とする請求項５に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項８】
　上記第２ロック手段は、押圧によって切換え阻止を解除する第２解除部を有し、この第
２解除部は、少なくとも上記第２切換弁が開状態のとき、外部に露出する押圧部を有し、
　上記バイパス切換弁には、その閉状態と開状態とに切換え操作するための操作器具が着
脱可能に取り付けられ、
　上記操作器具によって上記バイパス切換弁が閉状態から開状態に切換えられたとき、上
記操作器具は上記第２解除部の押圧部を押圧して、上記第２切換弁の切換え阻止を解除す
ることを特徴とする請求項６に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項９】
　上記第２切換弁は、上記出口側接続管と上記バイパス管との交差部に形成された第２弁
収容部と、この第２弁収容部に回動自在に収容され、上記出口側接続管と上記バイパス管
とを連通及び遮断して上記第２切換弁の開状態とバイパス状態に切換える第２弁体と、こ
の第２弁体に設けられ、上記第２弁収容部から露出して上記第２弁体の切換え操作を可能
にする第２弁操作部とを有し、
　上記第２ロック手段の第２解除部は、上記第２弁操作部内にその回動軸線に対して直交
方向に設けられ、上記第２弁体が上記第２切換弁の開状態の位置にあるとき、上記第２解
除部の押圧部は、上記第２弁収容部に形成された開口から露出していることを特徴とする
請求項７又は８に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項１０】
　上記バイパス切換弁は、上記バイパス管に形成されたバイパス弁収容部と、このバイパ
ス弁収容部に回動自在に収容され、上記バイパス管を連通及び遮断して上記バイパス切換
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弁の開状態と閉状態に切換えるバイパス弁体と、このバイパス弁体に設けられ、上記バイ
パス弁収容部から露出して上記バイパス弁体の切換え操作を可能にするバイパス弁操作部
とを有し、
　上記切換不能手段として、上記バイパス弁収容部には、上記バイパス弁操作部を覆って
その操作を不能するカバーが取り付けられていることを特徴とする請求項２に記載のガス
メータ用継手ユニット。
【請求項１１】
　上記カバーには、その外部と内部を貫通する操作窓孔が形成され、この操作窓孔には、
上記バイパス弁操作部を操作する操作器具の取付部を挿入可能であり、
　上記バイパス弁操作部は、上記操作器具の取付部が取り付けられる被取付部を有してい
ることを特徴とする請求項１０に記載のガスメータ用継手ユニット。
【請求項１２】
　上記カバーは上記バイパス弁収容部に位置固定され、
　上記バイパス弁操作部の被取付部は非円形に形成され、
　上記操作器具の取付部は、軸部と、この軸部の先端部に形成された非円形の異形部と、
上記被取付部に係止される非円形の先端係止部とを有し、
　上記操作器具の異形部及び上記カバーの操作窓孔は、互いに相似する横断面形状を有し
、
　上記バイパス弁体が上記バイパス切換弁の閉状態の位置にある場合に、上記操作器具の
異形部を上記操作窓孔に挿抜させて、上記操作器具の先端係止部を上記バイパス弁操作部
の被取付部に係脱させることができることを特徴とする請求項１１に記載のガスメータ用
継手ユニット。
【請求項１３】
　上記カバーは底部を有して筒状に形成され、上記底部に上記操作窓孔が形成され、
　上記バイパス弁体及び上記バイパス弁操作部の回動軸線、並びに上記カバーの軸線は、
水平方向に延びており、
　上記カバーの底部には、上記操作窓孔から下方に向かって延びて上記底部を貫通する溝
部が形成されていることを特徴とする請求項１１又は１２に記載のガスメータ用継手ユニ
ット。
【請求項１４】
　上記バイパス切換弁は、上記バイパス管に形成されたバイパス弁収容部と、このバイパ
ス弁収容部に回動自在に収容され、上記バイパス管を連通及び遮断して上記バイパス切換
弁の開状態と閉状態に切換えるバイパス弁体と、このバイパス弁体に設けられ、上記バイ
パス弁収容部から露出して上記バイパス弁体の切換え操作を可能にするバイパス弁操作部
とを有し、
　上記切換不能手段は、上記バイパス弁操作部を上記バイパス弁収容部に固定することに
より、上記バイパス弁体を上記バイパス管の遮断位置に固定させる固定手段を有している
ことを特徴とする請求項２に記載のガスメータ用継手ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガス機器へのガス供給を止めることなくガスメータの交換が可能なガスメー
タ用継手ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従前、ガスメータを交換する際には、ガスメータの上流側のガス元栓を閉じて、ガスメ
ータと、ガス機器につながる二次側ガス管へのガスの供給を止めていた。そのため、ガス
メータの交換中には、ガス機器を使用することができなかった。そこで、特許文献１に示
されるように、ガス機器を使用したまま、ガスメータを交換することができるガスメータ
用継手ユニットが開発されている。
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【０００３】
　特許文献１のガスメータ用継手ユニットは、上流側端部に一次側ガス管が接続されると
ともに下流側端部にガスメータの導入口が接続される入口側接続管と、上流側端部にガス
メータの導出口が接続されるとともに下流側端部に二次側ガス管が接続される出口側接続
管と、上記入口側接続管と上記出口側接続管とを連通するバイパス管とを備えている。
　上記入口側接続管には、上記バイパス管との交差部に第１切換弁が設けられ、この第１
切換弁は、上記一次側ガス管と上記ガスメータとを連通させる開状態、上記一次側ガス管
と上記ガスメータと上記バイパス管とを連通させる三方開状態、及び上記一次側ガス管と
上記バイパス管とを連通させるバイパス状態に切換え可能である。
　上記出口側接続管には、上記バイパス管との交差部に第２切換弁が設けられ、この第２
切換弁は、上記ガスメータと上記二次側ガス管を連通させる開状態、及び上記バイパス管
と上記二次側ガス管を連通させるバイパス状態に切換え可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２７５０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のガスメータ用継手ユニットは、入口側接続管と出口側接続管とを連通する
バイパス管を備えることにより、ガス機器へのガスの供給を止めることなくガスメータを
交換することができるものの、ガスメータを介さずにガスをガス機器に供給することがで
きるため、ガスが盗用される恐れがあった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のガスメータ用継手ユニットは、上流側端部に一次
側ガス管が接続されるとともに下流側端部にガスメータの導入口が接続される入口側接続
管と、上流側端部にガスメータの導出口が接続されるとともに下流側端部に二次側ガス管
が接続される出口側接続管と、上記入口側接続管と上記出口側接続管とを連通するバイパ
ス管とを備える。
　上記入口側接続管には、上記バイパス管との交差部に第１切換弁が設けられ、この第１
切換弁は、少なくとも、一次側ガス管とガスメータと上記バイパス管とを連通させる三方
開状態、及び一次側ガス管と上記バイパス管とを連通させるバイパス状態に切換え可能で
ある。
　上記出口側接続管には、上記バイパス管との交差部に第２切換弁が設けられ、この第２
切換弁は、少なくとも、ガスメータと二次側ガス管を連通させる開状態、及び上記バイパ
ス管と二次側ガス管を連通させるバイパス状態に切換え可能である。
　このガスメータ用継手ユニットの通常使用状態において、ガスが一次側ガス管から上記
入口側接続管、ガスメータ及び上記出口側接続管を経て二次側ガス管に流れる。
　上記バイパス管には、バイパス切換弁が設けられている。このバイパス切換弁は、上記
バイパス管を連通させる開状態、及び上記バイパス管を遮断する閉状態に切換え可能であ
る。
【０００７】
　上記構成によれば、バイパス管にバイパス切換弁を設けることにより、バイパス管を遮
断することができ、ガスの盗用に対する安全性を確保することができる。
【０００８】
　好ましくは、上記バイパス切換弁には、その切換えを不能にする切換不能手段が設けら
れている。
　上記構成によれば、切換不能手段によりバイパス切換弁において閉状態から開状態への
切換えをできなくすることにより、ガス盗用に対する安全性を高めることができる。
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【０００９】
　好ましくは、上記第１切換弁には、上記通常使用状態から、上記バイパス管への流路を
確保しつつガスメータ側への流路を狭めるように切換えることを阻止する第１ロック手段
が設けられている。
　上記構成によれば、第１切換弁に第１ロック手段を設けることにより、ガス盗用への対
策を重畳的に行うことができ、ガス盗用に対する安全性をさらに高めることができる。
【００１０】
　好ましくは、上記第１ロック手段は、押圧によって切換え阻止を解除する第１解除部を
有し、この第１解除部は押圧部を外部に露出させた状態で有し、上記通常使用状態のとき
、上記第１解除部の押圧部は上記バイパス切換弁側を向くとともに、上記バイパス切換弁
と至近距離で対向する。
　上記構成によれば、通常使用状態のとき、バイパス切換弁が障壁となって第１ロック手
段の第１解除部を押圧することが妨げられるので、第１切換弁の切換え阻止の解除が困難
となる。即ち、バイパス管への流路を確保しつつガスメータ側への流路を狭めるようにす
ることが困難となる。よって、ガス盗用への対策をより重畳的に行うことができ、安全性
をより高めることができる。
【００１１】
　好ましくは、上記バイパス切換弁には、その閉状態と開状態とに切換え操作するための
操作器具が着脱可能に取り付けられ、上記操作器具によって上記バイパス切換弁が閉状態
から開状態に切換えられたとき、上記操作器具は上記第１解除部の押圧部を押圧して、上
記第１切換弁の切換え阻止を解除する。
　上記構成によれば、操作器具の使用により、バイパス切換弁の閉状態から開状態へ切換
えと、第１切換弁の切換え阻止の解除を同時に行うことができる。よって、ガスメータの
交換等、正当な理由により、ガスをバイパス管に通す場合には、ガス流路の切換え作業の
操作性を高めることができる。
【００１２】
　好ましくは、上記第２切換弁には、その開状態からバイパス状態への切換えを阻止する
第２ロック手段が設けられている。
　上記構成によれば、第２切換弁に第２ロック手段を設けることにより、ガス盗用への対
策を重畳的に行うことができ、ガス盗用に対する安全性をさらに高めることができる。
【００１３】
　好ましくは、上記第２切換弁には、その開状態からバイパス状態への切換えを阻止する
第２ロック手段が設けられ、この第２ロック手段は、押圧によって切換え阻止を解除する
第２解除部を有し、この第２解除部は、少なくとも上記第２切換弁が開状態のとき、外部
に露出する押圧部を有し、上記操作器具によって上記バイパス切換弁が閉状態から開状態
に切換えられたとき、上記操作器具は上記第２解除部の押圧部を押圧して、上記第２切換
弁の切換え阻止を解除する。
　上記構成によれば、操作器具の使用により、バイパス切換弁を閉状態から開状態へ切り
換えたときに、第１切換弁だけでなく、第２切換弁の切換え阻止の解除も同時に行うこと
ができる。よって、ガス流路の切換え作業の操作性をより高めることができる。
【００１４】
　好ましくは、上記第２ロック手段は、押圧によって切換え阻止を解除する第２解除部を
有し、この第２解除部は、少なくとも上記第２切換弁が開状態のとき、外部に露出する押
圧部を有し、上記バイパス切換弁には、その閉状態と開状態とに切換え操作するための操
作器具が着脱可能に取り付けられ、上記操作器具によって上記バイパス切換弁が閉状態か
ら開状態に切換えられたとき、上記操作器具は上記第２解除部の押圧部を押圧して、上記
第２切換弁の切換え阻止を解除する。
　上記構成によれば、操作器具の使用により、バイパス切換弁の閉状態から開状態へ切換
えと、第２切換弁の切換え阻止の解除を同時に行うことができる。よって、ガス流路の切
換え作業の操作性を高めることができる。
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【００１５】
　好ましくは、上記第２切換弁は、上記出口側接続管と上記バイパス管との交差部に形成
された第２弁収容部と、この第２弁収容部に回動自在に収容され、上記出口側接続管と上
記バイパス管とを連通及び遮断して上記第２切換弁の開状態とバイパス状態に切換える第
２弁体と、この第２弁体に設けられ、上記第２弁収容部から露出して上記第２弁体の切換
え操作を可能にする第２弁操作部とを有し、上記第２ロック手段の第２解除部は、上記第
２弁操作部内にその回動軸線に対して直交方向に設けられ、上記第２弁体が上記第２切換
弁の開状態の位置にあるとき、上記第２解除部の押圧部は、上記第２弁収容部に下方を向
いて形成された開口から露出している。
　上記構成によれば、第２ロック手段の第２解除部の押圧部を露出させるために第２弁収
容部に形成された開口が、下方を向いているので第２弁収容部に雨水が入りにくくなって
いる。
【００１６】
　好ましくは、上記バイパス切換弁は、上記バイパス管に形成されたバイパス弁収容部と
、このバイパス弁収容部に回動自在に収容され、上記バイパス管を連通及び遮断して上記
バイパス切換弁の開状態と閉状態に切換えるバイパス弁体と、このバイパス弁体に設けら
れ、上記バイパス弁収容部から露出して上記バイパス弁体の切換え操作を可能にするバイ
パス弁操作部とを有し、上記切換不能手段として、上記バイパス弁収容部には、上記バイ
パス弁操作部を覆ってその操作を不能するカバーが取り付けられている。
　上記構成によれば、バイパス弁操作部がカバーで覆われることにより、バイパス切換弁
を直接操作することができなくなり、ガス盗用に対する安全性を高めることができる。
【００１７】
　好ましくは、上記カバーには、その外部と内部を貫通する操作窓孔が形成され、この操
作窓孔には、上記バイパス弁操作部を操作する操作器具の取付部を挿入可能であり、上記
バイパス弁操作部は、上記操作器具の取付部が取り付けられる被取付部を有している。
　上記構成によれば、ガスメータの交換等、正当な理由により、ガスをバイパス管に通す
場合には、操作器具の使用により、バイパス切換弁を開状態にすることができる。
【００１８】
　好ましくは、上記カバーは上記バイパス弁収容部に位置固定され、上記バイパス弁操作
部の被取付部は非円形に形成され、上記操作器具の取付部は、軸部と、この軸部の先端部
に形成された非円形の異形部と、上記被取付部に係止される非円形の先端係止部とを有し
、上記操作器具の異形部及び上記カバーの操作窓孔は、互いに相似する横断面形状を有し
、上記バイパス弁体が上記バイパス切換弁の閉状態の位置にある場合に、上記操作器具の
異形部を上記操作窓孔に挿抜させて、上記操作器具の先端係止部を上記バイパス弁操作部
の被取付部に係脱させることができる。
　上記構成によれば、バイパス切換弁が閉状態の場合にのみ操作器具をバイパス切換弁に
取り付け及び取外しが可能であるので、操作器具が取り外された状態では、必ずバイパス
切換弁は閉状態であり、バイパス切換弁の閉め忘れを防止できる。
【００１９】
　好ましくは、上記カバーは底部を有して筒状に形成され、上記底部に上記操作窓孔が形
成され、上記バイパス弁体及び上記バイパス弁操作部の回動軸線、並びに上記カバーの軸
線は、水平方向に延びており、上記カバーの底部には、上記操作窓孔から下方に向かって
延びて上記底部を貫通する溝部が形成されている。
　上記構成によれば、カバーの内部に雨水が浸入したとしても、溝部から雨水を排出させ
ることができる。
【００２０】
　好ましくは、上記バイパス切換弁は、上記バイパス管に形成されたバイパス弁収容部と
、このバイパス弁収容部に回動自在に収容され、上記バイパス管を連通及び遮断して上記
バイパス切換弁の開状態と閉状態に切換えるバイパス弁体と、このバイパス弁体に設けら
れ、上記バイパス弁収容部から露出して上記バイパス弁体の切換え操作を可能にするバイ
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パス弁操作部とを有し、上記切換不能手段は、上記バイパス弁操作部を上記バイパス弁収
容部に固定することにより、上記バイパス弁体を上記バイパス管の遮断位置に固定させる
固定手段を有している。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ガスの盗用に対する安全性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態に係るガスメータ用継手ユニットの通常使用状態を示す図
であって、（Ａ）は左側面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は右側面図である。
【図２】（Ａ）は、第１切換弁が三方開状態、第２切換弁が開状態、バイパス切換弁が閉
状態で、通常使用状態にある同継手ユニットの要部拡大正面図である。（Ｂ）は、図２（
Ａ）において、図１（Ａ）のIIＬ－IIＬ線に沿う断面及び図１（Ｃ）のIIＲ－IIＲ線に沿
って一部を切り欠いた断面を示す図である。
【図３】バイパス切換弁に操作器具を取り付けた、通常使用状態の同継手ユニットの要部
拡大正面図である。
【図４】操作器具によりバイパス切換弁を開状態にしたことを示す同継手ユニットの、図
２（Ｂ）と同様の一部断面図である。
【図５】三方開状態の第１切換弁を、ガスメータ側への流路を狭めるように切換えた状態
を示す同継手ユニットの、図２（Ｂ）と同様の一部断面図である。
【図６】第２切換弁をバイパス状態にしたことを示す同継手ユニットの図２（Ｂ）と同様
の一部断面図である。
【図７】第１切換弁をバイパス状態にしたことを示す同継手ユニットの図２（Ｂ）と同様
の一部断面図である。
【図８】（Ａ）バイパス切換弁の分解斜視図である。（Ｂ）バイパス切換弁の外観を示す
斜視図である。
【図９】（Ａ）操作器具の把手部材及び解除金具、並びにバイパス切換弁を分離した状態
で示す同継手ユニットの要部拡大正面図である。（Ｂ）同把手部材の斜視図である。
【図１０】（Ａ）図３のＸＡ－ＸＡ線に沿う断面図である。（Ｂ）図１０（Ａ）のＸＢ－
ＸＢ線に沿う断面図である。（Ｃ）図３のＸＣ－ＸＣ線に沿う断面図である。
【図１１】図４のＸＩ－ＸＩ線に沿う断面図である。
【図１２】同継手ユニットの流路図であって、（Ａ）は同継手ユニットの通常使用状態を
示し、図１～図３に対応し、（Ｂ）は（Ａ）の状態からバイパス弁を開いた状態を示し、
図４に対応し、（Ｃ）は（Ｂ）の状態から第１切換弁をガスメータ側への流路を狭めるよ
うに切り換えた状態を示し、図５に対応している。
【図１３】同継手ユニットの流路図であって、（Ａ）は図１２（Ｃ）の状態から第２切換
弁を、バイパス管と二次側ガス管を連通させた状態に切り換えた状態を示し、図６に対応
し、（Ｂ）は（Ａ）の状態から第１切換弁をバイパス状態に切り換えた状態を示し、図７
に対応し、（Ｃ）はガスメータの交換状態を示し、図７に対応している。
【図１４】同継手ユニットの流路図であって、（Ａ）は新たに取り付けられたガスメータ
の気密検査の状態を示し、図７に対応し、（Ｂ）は新たに取り付けられたガスメータのエ
アパージの状態を示し、図６に対応している。
【図１５】（Ａ）は同継手ユニットの図２（Ｂ）と同様の一部断面図であって、第１切換
弁を、一次側ガス管をガスメータとバイパス管に対して遮断した状態にしたことを示し、
（Ｂ）は（Ａ）に対応する同継手ユニットの流路図である。
【図１６】（Ａ）本発明の第２実施形態に係るガスメータ用継手ユニットのバイパス切換
弁を示す図１０（Ａ）相当図である。（Ｂ）同実施形態に係る操作器具の把手部材の斜視
図である。
【図１７】（Ａ）本発明の第３実施形態に係るガスメータ用継手ユニットのバイパス切換
弁を示す要部拡大正面図である。（Ｂ）同実施形態に係るバイパス切換弁の断面図であっ
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て、閉状態でビスにより固定された状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態をなすガスメータ用継手ユニットについて、図１～図１５
を参照して説明する。この実施形態のガスメータ用継手ユニットＡは、入口側接続管１０
、出口側接続管２０、及び入口側接続管１０と出口側接続管２０とを連通するバイパス管
３０を備えている。
【００２４】
（入口側接続管）
　入口側接続管１０は、図１（Ａ）、（Ｂ）に示すように、直線状に形成されており、上
流側端部１１には、元栓側の一次側ガス管Ｇ１、例えば鋼管が接続される。下流側端部１
２には、ガスメータＭの導入口が接続ナット１２ａによって接続されている。
【００２５】
（第１切換弁）
　図２（Ａ）に示すように、入口側接続管１０には、バイパス管３０との交差部１３に第
１切換弁４０が設けられている。第１切換弁４０は、一次側ガス管Ｇ１をガスメータＭと
バイパス管３０とに対して連通及び遮断させている。
　図１（Ａ）、図２（Ｂ）に示すように、第１切換弁４０は、交差部１３に形成された弁
収容部１４と、弁収容部１４に回動自在に収容され、回動軸線を水平方向に向けた第１弁
体４１（図１２～図１４、図１５（Ｂ）に模式的に示す）と、第１弁体４１に連結され、
第１弁体４１を操作するための有底筒状のつまみである第１弁操作部４２とを有している
。第１弁操作部４２は、回動可能な状態で弁収容部１４を前方から封止している。
【００２６】
　第１切換弁４０による継手ユニットＡの流路の切換えについて説明する。
　第１弁操作部４２が図２の位置のとき、第１切換弁４０は、一次側ガス管Ｇ１とガスメ
ータＭとバイパス管３０とを連通させる三方開状態（図１２（Ａ））にある。この状態か
ら、第１弁操作部４２を反時計回りに４５度回転させると（図５）、図１２（Ｃ）に示す
ように、バイパス管３０への流路が確保されつつ、ガスメータＭ側の流路が狭くなる。さ
らに、９０度まで回転させると（図７）、図１３（Ｂ）に示すように、第１切換弁４０は
、一次側ガス管Ｇ１とバイパス管３０とを連通させるバイパス状態となる。
【００２７】
　第１弁操作部４２を図２に示す位置から時計回りに９０度回転させると（図１５（Ａ）
）、第１切換弁４０は、図１５（Ｂ）に示すように、一次側ガス管Ｇ１がガスメータＭ及
びバイパス管３０に対して遮断された閉状態となる。
【００２８】
（第１ロック手段）
　第１切換弁４０には、図２（Ｂ）に示すように、その切換えを阻止するロック手段Ｌ１
（第１ロック手段）が設けられている。
　ロック手段Ｌ１は、ロックピン４３（第１解除部）を有している。ロックピン４３は、
第１弁操作部４２にその回動軸線と直交する方向に移動可能に載置され、抜け止め状態で
ばね４４により第１弁操作部４２の径方向外方向に常時付勢されている。ロックピン４３
は、外方向先端に頭部４３ａ（押圧部）を有し、中間部に径が細いくびれ部４３ｂを有し
ている。頭部４３ａは、第１弁操作部４２の側面から露出しており、図２（Ｂ）に示す第
１切換弁４０の三方開状態のとき（図１２（Ａ））、バイパス管３０の軸線方向、出口側
接続管２０側を向いている。
【００２９】
　図２（Ｂ）に示すように、弁収容部１４の開口部には、ロックピン４３の第１弁操作部
４２周方向の移動を規制する規制凹部１４ａが設けられている。規制凹部１４ａは、周方
向長さが１８０度より若干長い。規制凹部１４ａには、周方向の一端部から周方向に円弧
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壁部１４ｂと、そこから離間した位置に円弧壁部１４ｃが設けられている。円弧壁部１４
ｂ，１４ｃの間は係止凹部１４ｄとなっている。
【００３０】
　上記構成のロック手段Ｌ１の作用について説明する。
　図２に示すように、第１弁操作部４２が第１切換弁４０の三方開状態の位置にあるとき
には、図２（Ｂ）に示すように、ロックピン４３が円弧壁部１４ｃに当接しているため、
反時計回りに第１弁操作部４２を回すことができない。即ち、第１切換弁４０は、ガスメ
ータＭ側への流路を狭めるように切換えることが阻止される。図４に示すように、ロック
ピン４３を第１弁操作部４２の径方向内方向に押し込むことにより、ロックピン４３のく
びれ部４３ｂが円弧壁部１４ｃの位置まで入り込む。この状態では、くびれ部４３ｂが円
弧壁部１４ｃを跨ぐことができるので、第１弁操作部４２を反時計回りに回転させること
ができるようになる。
【００３１】
　図２～図４に示す位置から第１弁操作部４２を反時計回りに４５度回転させると、図５
に示すようにロックピン４３は係止凹部１４ｄに位置するとともに、第１弁操作部４２の
径方向外方向に移動し、頭部４３ａが第１弁操作部４２側面から突出する。ロックピン４
３は、円弧壁部１４ｂ，１４ｃと当接して、第１弁操作部４２を回すことができなくなり
、第１切換弁４０はその切換えを阻止される。
【００３２】
　頭部４３ａを押し込んでくびれ部４３ｂを円弧壁部１４ｂ，１４ｃまで位置させると、
ロックピン４３と円弧壁部１４ｂ，１４ｃとの当接が解除され、第１弁操作部４２の回動
が可能になる。第１弁操作部４２をさらに反時計回りに４５度回転させ、図７に示すバイ
パス状態にしたとき、ロックピン４３は、規制凹部１４ａの一端部に当接するので、それ
以上第１弁操作部４２を回せなくなる。
　また、図２に示す第１切換弁４０の三方開状態から第１弁操作部４２を時計回りに９０
度回転させ、図１５に示す閉状態にしたとき、ロックピン４３は規制凹部１４ａの他端部
に当接するので、それ以上第１弁操作部４２を回せなくなる。
【００３３】
（閉ロック手段）
　図１５（Ａ）に示すように、第１切換弁４０には、その閉状態を固定するロック手段Ｌ
Ｃ（閉ロック手段）が設けられている。
　ロック手段ＬＣは、第１弁操作部４２内にその回動軸線と平行に設けられたビス４５（
図２（Ａ）参照）を有している。ビス４５は、第１弁操作部４２に埋め込まれた図示しな
い螺合部に螺合され、進退可能である。第１弁操作部４２が図１５（Ａ）に示す第１切換
弁４０の閉状態の位置にあるとき、ビス４５は、弁収容部１４の開口部に形成された係合
凹部１４ｅの位置と合致し、ねじ込みにより係合凹部１４ｅに嵌る。これにより、第１弁
操作部４２を回すことができなくなり、ひいては第１切換弁４０が閉状態で固定される。
【００３４】
（出口側接続管）
　出口側接続管２０は、図１（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、入口側接続管１０と同様に、
直線状に形成されており、上流側端部２１には、ガスメータＭの導出口が接続ナット２１
ａによって接続されている。下流側端部２２には、二次側ガス管Ｇ２、例えば鋼管が接続
される。二次側ガス管Ｇ２は、図示しないガス機器に連通している。
　出口側接続管２０には、バイパス管３０との交差部２３と、上流側端部２１との間に、
検圧プラグＰを取り付けるための検圧孔２１ｂが形成されている。
【００３５】
（第２切換弁）
　図２（Ａ）に示すように、出口側接続管２０には、バイパス管３０との交差部２３に第
２切換弁５０が設けられている。第２切換弁５０は、二次側ガス管Ｇ２をガスメータＭと
バイパス管３０とに対して連通及び遮断させている。
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　図２（Ｂ）に示すように、第２切換弁５０は、交差部２３に形成された第２弁収容部２
４と、弁収容部２４に回動自在に収容され、回動軸線を水平方向に向けた第２弁体５１（
図１２～図１４、図１５（Ｂ）に模式的に示す）と、第２弁体５１に連結され、第２弁体
５１を操作するための有底筒状のつまみである第２弁操作部５２とを有している。第２弁
操作部５２は、回動可能な状態で弁収容部２４を前方から封止している。
【００３６】
　第２切換弁５０による継手ユニットＡの流路の切換えについて説明する。
　第２弁操作部５２が図２～図５の位置のとき、第２切換弁５０は、ガスメータＭと二次
側ガス管Ｇ２とを連通させる開状態（図１２）にある。この状態から、第２弁操作部５２
を反時計回りに９０度回転させると（図６）、図１３（Ａ）に示すように第２切換弁５０
は、バイパス管３０と二次側ガス管Ｇ２とを連通させるバイパス状態となる。尚、第２切
換弁５０の上記開状態とバイパス状態との間で過渡的にガスメータＭとバイパス管３０と
二次側ガス管Ｇ２とが連通する。よって、第２切換弁５０の開状態とバイパス状態との切
換えにおいてガスの流路が遮断されることはない。
【００３７】
（第２ロック手段）
　第２切換弁５０には、図２（Ｂ）に示すように、その切換えを阻止するロック手段Ｌ２
（第２ロック手段）が設けられている。
　ロック手段Ｌ２は、ロックピン５３（第２解除部）を有している。ロックピン５３は、
第２弁操作部５２にその回動軸線と直交する方向に移動可能に載置され、抜け止め状態で
ばね５４により第２弁操作部５２の径方向外方向に常時付勢されている。ロックピン５３
は、外方向先端に先端部５３ａ（押圧部）を有している。
【００３８】
　図２（Ｂ）、図６に示すように、弁収容部２４の開口付近の筒壁部の内側下部には、ロ
ックピン５３の第２弁操作部５２周方向の移動を規制する規制凹部２４ａが設けられてい
る。規制凹部２４ａは、周方向長さが９０度より若干長い。規制凹部２４ａの周方向のバ
イパス管３０側端部には、弁収容部２４の壁部を貫通した開口２４ｂが形成されている。
図２（Ｂ）に示す、第２切換弁５０の開状態のとき（図１２（Ａ））、ロックピン５３の
先端部５３ａは、開口２４ｂから外部に露出している。
【００３９】
　上記構成のロック手段Ｌ２の作用について説明する。
　図２に示すように、第２弁操作部５２が第２切換弁５０の開状態の位置にあるときには
、図２（Ｂ）に示すように、ロックピン５３が開口２４ｂに係合しているため、第２弁操
作部５２を回すことができない。即ち、第２切換弁５０はその開状態からバイパス状態へ
の切換えを阻止される。
　図４に示すように、ロックピン５３の先端部５３ａを規制凹部２４ａまで押込むことに
より、第２弁操作部５２を回すことができるようになる。このとき、時計回りには、ロッ
クピン５３が規制凹部２４ａの一端部に当接するので第２弁操作部５２を回転させること
はできない。
【００４０】
　図２～図５に示す位置から第２弁操作部５２を反時計回りに９０度回転させ、図６に示
すバイパス状態にしたとき、ロックピン４３は、規制凹部２４ａの他端部に当接するので
、それ以上第２弁操作部５２を回せなくなる。
【００４１】
（バイパス管及びバイパス切換弁）
　図２（Ａ）に示すように、バイパス管３０は、入口側接続管１０の交差部１３と出口側
接続管２０の交差部２３とを直線状につないでいる。バイパス管３０には、入口側接続管
１０寄りの位置にバイパス切換弁６０が設けられ、バイパス管３０を連通及び遮断させて
いる。
【００４２】
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　図８、図１０に示すように、バイパス切換弁６０は、バイパス管３０に形成されたバイ
パス弁収容部３１と、バイパス弁体６１と、バイパス弁体６１を操作するためのバイパス
弁操作部６２とを有している。
　バイパス弁収容部３１は、バイパス管３０と直交方向に突出した分岐筒部３２を有し、
バイパス弁体６１を回動可能に収容し、回動軸線は水平方向に向けられている（図１０（
Ｂ））。バイパス弁体６１は回動により、バイパス管３０を連通及び遮断させている。バ
イパス弁体６１には、これを操作するためのバイパス弁操作部６２が取り付けられている
。
【００４３】
　バイパス弁操作部６２は、バイパス弁体６１に連結された第１ドライブシャフト６２ａ
と、第２ドライブシャフト６２ｘとから構成されている。第１ドライブシャフト６２ａは
長円状の凹部が形成された連結凹部６２ｂを有し、第２ドライブシャフト６２ｘは長円状
の凸部である連結凸部６２ｙを有し、連結凹部６２ｂに連結凸部６２ｙが連結されている
。
　第２ドライブシャフト６２ｂの頂面にはだるま穴（小円部と大円部を有する二重穴）形
状の被取付部６２ｚが形成されており、後述する操作器具７０が取り付けられる。図１０
（Ａ）に示すように、第２ドライブシャフト６２ｘは、分岐筒部３２から突出している。
【００４４】
　バイパス弁体６１と第１ドライブシャフト６２ａの間には、ばね６３が介在しており、
第１ドライブシャフト６２ａを分岐筒部３２の開口方向に付勢している。分岐筒部３２内
における、第１ドライブシャフト６２ａと第２ドライブシャフト６２ｂの間の位置には、
環状のストッパ６４とＣ字形の係止リング６５が取り付けられている。
【００４５】
　ストッパ６４は、分岐筒部３２の直径方向に離間して形成された切欠き３２ａ，３２ａ
に係止され、内周に２つの凸部６４ａを有し、これら凸部６４ａに第１ドライブシャフト
６２ａの連結凹部６２ｂが当接することにより、ドライブシャフト６２ａの回動を９０度
に規制している。係止リング６５は分岐筒部３２内に形成された溝部に嵌合され、ばね６
３により付勢された第１ドライブシャフト６２ａ及びストッパ６４の抜け止めの役割を果
たしている。
【００４６】
（バイパス弁操作部のカバー）
　上記バイパス弁収容部３１の分岐筒部３２には、バイパス弁操作部６２であるドライブ
シャフト６２ｂの操作を不能にする有底筒状のカバー６６が取り付けられている。カバー
６６の筒部６６ａと分岐筒部３２の間には、Ｃ字リング６７が介在し、カバー６６の軸方
向移動が止められるとともに、防水パッキン６８が介在し、水の浸入を防いでいる。カバ
ー６６の底部６６ｂには、収容凹部６６ｃが形成され、防水Ｏリング６９を介在させて上
記第２ドライブシャフト６２ｘを回転可能に収容している。
【００４７】
　分岐筒部３２の開口端面の嵌合孔３２ｂ及びカバー６６の底部６６ｂの嵌合孔６６ｄに
は、位置合わせピン３２ｃが嵌合され、カバー６６の周方向の回転が防止される。
　カバー６６の底部６６ｂには、後述する操作器具７０を通すためのだるま穴形状の操作
窓孔６６ｅが形成されている。操作窓孔６６ｅは、上記第２ドライブシャフト６２ｘに形
成された被取付部６２ｚと相似形状に形成されている。カバー６６の底部６６ｂには、操
作窓孔６６ｅの大円部から下方に向かって延びて底部６６ｂを貫通する水抜き用の溝部６
６ｆが形成されている。
【００４８】
　図１０（Ａ）に示すように、バイパス弁体６１がバイパス管３０を遮断している状態に
おいて、バイパス弁体６１の回動軸線方向から見たとき、カバー６６の操作窓孔６６ｅと
第２ドライブシャフト６２ｘの被取付部６２ｚがともに小円部が同じ向きを向いて重なる
ように配置されている。
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【００４９】
　バイパス切換弁６０による継手ユニットＡの流路の切換えについて説明する。
　バイパス切換弁６０は、図２に示すように、操作器具７０が取り付けられていない状態
のとき、図１２（Ａ）に示すように、バイパス弁体６１がバイパス管３０を遮断する閉状
態にある。この閉状態からバイパス弁操作部６２を反時計回りに９０度回転させると、図
１２（Ｂ）に示すように、バイパス弁体６１がバイパス管３０を連通させ、バイパス切換
弁６０は開状態となる。
【００５０】
（操作器具）
　図３～図７に示すように、カバー６６で覆われた第２ドライブシャフト６２ｘを操作す
るために操作器具７０が用いられる。図９（Ａ）に示すように、操作器具７０は、把手部
材７１と解除金具７２により構成されている。
　図９（Ｂ）に示すように、把手部材７１は、把持部７１ａとその反対側に取付部７１ｂ
とを有している。取付部７１ｂは円柱状の軸部７１ｃを有し、その基端部と先端部にそれ
ぞれ基端係止部７１ｄ及び先端係止部７１ｅ（異形部）を有している。基端係止部７１ｄ
及び先端係止部７１ｅはともに軸部７１ｃからその径方向に小円部が突出した二重円状に
形成されている。先端係止部７１ｅは、上記カバー６６の操作窓孔６６ｅ及び上記バイパ
ス弁操作部６２の被取付部６２ｚとほぼ同じ横断面形状を有しており、相似形状をなして
いる。
【００５１】
　把手部材７１において、把持部７１ａ及び取付部７１ｂの軸線と直交方向に第１押圧部
７１ｘが突出している。第１押圧部７１ｘの先端は曲面をなしているとともに、第１押圧
部７１ｘの取付部７１ｂ側の部位は、上記カバー６６よりも大きく切り取られた受容部７
１ｙとなっており、把手部材７０をバイパス切換弁６０に取り付けた際にカバー６６との
干渉を回避する。
　解除金具７２は、板状に細長く形成され、基端部にかぎ穴形状の切欠き部７２ａが形成
されているとともに、先端に突起状の第２押圧部７２ｘを有している。
【００５２】
（操作器具の取付け及び取外し）
　操作器具７０をバイパス切換弁６０に取り付けるためには、図９（Ａ）に示すように、
把手部材７１の基端係止部７１ｄと解除金具７２の切欠き部７２ａの向きを合わせ、基端
係止部７１ｄを切欠き部７２ａに係止させる。さらに、図１０（Ａ）に示すように、把手
部材７１の先端係止部７１ｅをバイパス切換弁６０のカバー６６の操作窓孔６６ｂに挿通
させ、第２ドライブシャフト６２ｘの被取付部６２ｚに係合させると、図３に示すように
操作器具３０は、バイパス切換弁６０に取り付けられる。この状態から把持部７１ａを回
すことにより、バイパス弁体６１を回すことができ、バイパス切換弁６０を開状態に切換
えることができるようになる。
【００５３】
　図４に示すように、把持部７１ａを反時計方向に９０度回転させると、図１１に示すよ
うに、先端係止部７１ｅ及び被取付部６２ｚの位置と、カバー６６の操作窓部６６ｅの位
置がずれるため、先端係止部７１ｅがカバー６６の底部６６ｂに引掛り把手部材７１を取
り外すことができなくなる。よって、把手部材７１は、図１０（Ａ）に示すカバー６６の
操作窓孔６６ｅと、第２ドライブシャフト６２ｘの被取付部６２ｚの向きが同じとき、即
ち、バイパス弁体６１がバイパス管３０を遮断しているときのみ挿抜することができる。
よって、操作器具７０が取り外された状態では、バイパス切換弁６０は常に閉状態となる
。
【００５４】
（ガスメータの交換方法）
　上記ガスメータ用継手ユニットＡを用いたガスメータＭの交換方法について説明する。
　図２に示す通常使用状態にある継手ユニットＡの流路は、図１２（Ａ）に示すように、
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入口側接続管１０の第１切換弁４０が三方開状態、出口側接続管２０の第２切換弁５０が
開状態、バイパス管３０のバイパス切換弁６０が閉状態となっている。このとき、図２に
示すように、第１切換弁４０のロック手段Ｌ１のロックピン４３の頭部４３ａと、バイパ
ス切換弁６０のカバー６６の筒部６６ａとは、至近距離で対向しており、頭部４３ａを押
してロック手段Ｌ１の解除操作をすることができず、第１弁操作部４２を反時計方向に回
せない。即ち、バイパス管３０への流路を確保しつつガスメータＭへの流路を狭めるよう
に第１切換弁４０を切換えることはできない。
【００５５】
　先ず、バイパス切換弁６０を開状態にする。図３に示すように、操作器具７０をバイパ
ス切換弁６０に取り付け、図４に示すように、操作器具７０を反時計回りに９０度回転さ
せると、図１２（Ｂ）に示すように、バイパス弁体６１はバイパス管３０を連通させると
ともに、操作器具７０の第１押圧部７１ｘがロックピン４３の頭部４３ａを押圧するとと
もに、第２押圧部７２ｘがロックピン５３の先端部５３ａを押圧する。よって、第１切換
弁４０及び第２切換弁５０における切換え阻止が同時に解除される。
【００５６】
　次に、図５に示すように、第１弁操作部４２を反時計方向に４５度回転させ、図１２（
Ｃ）に示すように、第１切換弁４０において、バイパス管３０への流路を確保しつつ、ガ
スメータＭ側への流路を狭めるようにする。次に、図６に示すように、第２弁体操作部５
２を反時計回りに９０度回転させ、図１３（Ａ）に示すように、第２切換弁５０をバイパ
ス状態にすると、出口側接続管２０におけるガスメータＭ側からの流路は遮断され、ガス
は一次側ガス管Ｇ１からバイパス管３０を経由して二次側ガス管Ｇ２に流れるようになる
。
【００５７】
　次に、図６の状態において、第１切換弁４０のロックピン４３の頭部４３ａを押圧して
、切換え阻止を解除し、図７に示すように、第１弁操作部４２を反時計回りに４５度回転
させ、バイパス状態にする。このとき、図１３（Ｂ）に示すように、第１弁体４１は、一
次側ガス管Ｇ１とバイパス管３０のみを連通させ、ガスメータＭ側にはガスが流れなくな
り、ガスメータＭを取り外して、新たなガスメータに交換することが可能になる。
【００５８】
（ガスメータの交換後）
　図１３（Ｃ）に示すように、ガスメータＭを取り外した後に、新たにガスメータＭ’を
取り付けた場合、その気密検査をする必要がある。
　気密検査では、図１４（Ａ）に示すように、検圧プラグＰを介して図示しない空気ポン
プからガスメータＭ’に空気を送って圧力をかける。所定時間経過後の圧力低下が許容範
囲内であれば、新たに取り付けたガスメータＭ’の気密が保たれていることになる。
【００５９】
　気密検査の後、エアパージを行って、第１切換弁４０より下流側の入口側接続管１０、
ガスメータＭ’、及び第２切換弁５０より上流側の出口側接続管２０から空気を排除する
必要がある。
　エアパージでは、先ず、検圧プラグＰに図示しないソケットを接続し、ガスメータＭ’
を大気に連通させる。図７の状態から図６に示すように、第１弁操作部４２を時計回りに
４５度回転させ、図１４（Ｂ）に示すように、第１切換弁４０において、バイパス管３０
への流路を確保しつつ、ガスメータＭ’側への流路を開く。ガスは二次側ガス管Ｇ２に供
給され続けるとともに、ガスメータＭ’側に供給される。検圧プラグＰ及びソケット（図
示せず）からガスが排出されることにより、空気が排除されガスメータＭ’内にガスが充
満したことを確認したら、ソケットを検圧プラグＰから取り外してガスメータＭ’を大気
と遮断する。
【００６０】
　エアパージの後、継手ユニットＡを通常使用状態に戻すために、図６の状態から図５に
示すように第２弁操作部５２を時計回りに９０度回転させ、図１２（Ｃ）に示すように第
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２切換弁５０を開状態にして、ガスメータＭ’と二次側ガス管Ｇ２を連通させる。
　次に、図５の状態から図４に示すように第１弁操作部４２を時計回りに４５度回転させ
、図１２（Ｂ）に示すように、第１切換弁４０を、一次側ガス管Ｇ１とガスメータＭとバ
イパス管３０とを連通させた三方開状態にする。
　最後に、図４の状態から図３に示すように操作器具７０を時計回りに９０度回転させ、
図１２（Ａ）に示すように、バイパス切換弁６０を閉状態にする。このとき、操作器具７
０をバイパス切換弁６０から取り外すことができる。このようにして、継手ユニットＡは
再び通常使用状態となる。
【００６１】
　尚、長期間ガスを使用しない場合などには、図２、図１２（Ａ）に示す継手ユニットＡ
の通常使用状態から、図１５（Ａ）に示すように、第１弁操作部４２を時計回りに９０度
回転させ、第１切換弁４０を、一次側ガス管Ｇ１と、ガスメータＭ及びバイパス管３０と
が遮断された閉状態にする。このとき、ビス４５をねじ込むことにより、第１弁操作部４
２を弁収容孔１４に固定して、第１切換弁４０を閉状態で固定することができる。
【００６２】
（第１実施形態の効果）
　上記構成のガスメータ用継手ユニットＡにおいては、バイパス管にバイパス切換弁を設
けることにより、ガスの盗用に対する安全性を高めることができる。
　ガスメータの交換作業において、バイパス切換弁の切換えに操作器具を用いて閉状態か
ら開状態にしたとき、第１、第２切換弁の切換え阻止を同時に解除することができるので
、交換作業の操作性を高めることができる。
【００６３】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。なお、以下の実施形態については、上記
実施形態と異なる構成だけを説明することとし、同様な構成部分に同一符号を付してその
説明を省略する。
【００６４】
［第２実施形態］
　上記第１実施形態では、バイパス弁操作部６２を第１ドライブシャフト６２ａ及び第２
ドライブシャフト６２ｂで構成したが、本実施形態では、バイパス弁操作部６２を第１ド
ライブシャフト６２ａのみで構成している。
　また、本実施形態では、操作器具７０の把持部材７１の取付部７１ｂの形状が異なって
いる。
【００６５】
　取付部７１ｂは円柱状の軸部７１ｃを有し、その基端部と先端部にそれぞれ基端係止部
７１ｄ及び異形部７１ｆを有している。基端係止部７１ｄ及び異形部７１ｆはともに軸部
７１ｃからその径方向に小円部が突出した二重円状に形成されている。
　軸部７１ｃの頂面には、長円状の凸部である先端係止部７１ｇが設けられており、この
先端係止部７１ｇが第１ドライブシャフト６２ａの連結凹部６２ｂ（被取付部）に係止さ
れることにより、操作器具７０がバイパス弁操作部６２に取り付けられる。
【００６６】
　把手部材７１の異形部７１ｆは、上記カバー６６の操作窓孔６６ｅとほぼ同じ横断面形
状を有しており、相似形状をなしている。図１６（Ａ）に示すように、バイパス切換弁６
０が閉状態のとき、異形部７１ｆを操作窓孔６６ｅに挿入して先端係止部７１ｇを第１ド
ライブシャフト６２ａの連結凹部６２ｂに取り付け、また、先端係止部７１ｇを連結凹部
６２ｂから取り外して異形部７１ｆを操作窓孔６６ｅから抜き取ることができる。
【００６７】
［第３実施形態］
　上記実施形態では、上記バイパス切換弁の切換不能手段として、バイパス弁操作部を覆
うカバーを用いたが、本実施形態では、バイパス弁操作部を弁収容部に固定する固定手段
が用いられている。
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【００６８】
（バイパス切換弁）
　本実施形態のバイパス切換弁６０は、図１７に示すように、バイパス管３０に形成され
た弁収容部３１と、弁収容部３１に回動自在に収容されたバイパス弁体６１と、バイパス
弁体６１に連結され、バイパス弁体６１を操作するための有底筒状のつまみであるバイパ
ス弁操作部６２とを有している。バイパス弁操作部６２は、回動可能な状態で弁収容部３
１を前方から封止している。図１７は、バイパス切換弁６０が閉状態である場合のバイパ
ス弁操作部６２の位置を示している。
【００６９】
（バイパス切換弁固定手段）
　図１７（Ｂ）に示すように、バイパス切換弁６０には、その閉状態を固定するロック手
段ＬＢ（切換不能手段）が設けられている。
　ロック手段ＬＢは、バイパス弁操作部６２内にその回動軸線と平行に設けられたビスｖ
（固定手段）を有している。ビスｖは、バイパス弁操作部６２に埋め込まれた図示しない
螺合部に螺合され、進退可能であり、バイパス弁操作部６２の裏側から常に突出している
。図１７（Ａ）に示すように、ビスｖの頂部には２つの穴ｖ１，ｖ１が形成され、カニ目
工具のような特殊工具でなければビスｖを操作することができない。
【００７０】
　図１７（Ｂ）に示すように、弁収容部３１の開口部には、ビスｖのバイパス弁操作部６
２周方向の移動を規制する規制凹部３１ａが設けられている。規制凹部３１ａは、周方向
長さが９０度より若干長い。規制凹部３１ａの一端部には係合凹部３１ｂが形成されてい
る。バイパス弁操作部６２が図１７の閉状態の位置にあるとき、ビスｖは係合凹部３１ｂ
の位置と合致し、ねじ込みにより係合凹部３１ｂに嵌る。これにより、バイパス弁操作部
６２はバイパス弁収容部に固定され、回すことができなくなり、ひいてはバイパス切換弁
６０が閉状態で固定される。
【００７１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
において各種の変形例を採用することができる。
　上記実施形態では、操作器具を用いて、バイパス切換弁の開状態への切換えと、第１、
第２切換弁の切換え阻止の解除を同時に行ったが、それぞれ別個に行ってもよい。操作器
具を用いて、バイパス切換弁の切換えと、第１切換弁の切換え阻止の解除を同時に行って
もよく、バイパス切換弁の切換えと、第２切換弁の切換え阻止の解除を同時に行ってもよ
い。
　上記実施形態では、操作器具を、第１押圧部を有する把持部材と第２押圧部を有する解
除金具の二つの部材で構成したが、第１押圧部と第２押圧部を有する一つの部材で構成し
てもよい。
　上記実施形態では、継手ユニットの通常使用状態における第１弁操作部の位置のとき、
第１切換弁を三方開状態としたが、一次側ガス管とガスメータのみを連通させる開状態と
してもよく、第１弁操作部を反時計方向に４５度回転させたとき、三方開状態となるよう
にしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明は、ガス機器へのガス供給を止めることなくガスメータの交換が可能なガスメー
タ用継手ユニットに適用することができる。
【符号の説明】
【００７３】
　Ａ　　ガスメータ用継手ユニット
　Ｇ１　一次側ガス管
　Ｇ２　二次側ガス管
　Ｍ，Ｍ’　ガスメータ
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　１０　入口側接続管
　１１　上流側端部
　１２　下流側端部
　１３　交差部
　２０　出口側接続管
　２１　上流側端部
　２２　下流側端部
　２３　交差部
　２４　第２弁収容部
　２４ｂ　開口
　３０　バイパス管
　３１　バイパス弁収容部
　４０　第１切換弁
　４３　ロックピン（第１解除部）
　４３ａ　頭部（押圧部）
　５０　第２切換弁
　５１　第２弁体
　５２　第２弁操作部
　５３　ロックピン（第２解除部）
　５３ａ　先端部（押圧部）
　６０　バイパス切換弁
　６１　バイパス弁体
　６２　バイパス弁操作部
　６２ａ　第１ドライブシャフト（バイパス弁操作部）
　６２ｘ　第２ドライブシャフト（バイパス弁操作部）
　６２ｚ　被取付部
　６６ｂ　底部
　６６ｅ　操作窓孔
　６６ｆ　溝部
　６６　カバー（切換不能手段）
　７０　操作器具
　７１ｂ　取付部
　７１ｃ　軸部
　７１ｅ　先端係止部（異形部）
　７１ｆ　異形部
　７１ｇ　先端係止部
　ｖ　　ビス（固定手段）
　Ｌ１　ロック手段（第１ロック手段）
　Ｌ２　ロック手段（第２ロック手段）
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